
（別紙） 

利用登録フォームの入力方法について 

 下記の方が、東京都医療法人情報支援システム（以下、本システム）を初めて利用

する場合には新規利用登録（新規 ID 作成）が必要となります。また、登録にあたって

は、なりすまし防止の観点から、本人確認書類の添付が必要となります。なお、登録には

時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって利用登録をしてください。 

１ 医療法人新規設立の場合（設立代表者）    P.２～ 

２ 代理人（行政書士・弁護士）の場合        P.８~ 

 

 

 

 
 〇 利用登録に際しては、以下の機器類等を、医療法人又はその代理人として申請・届出を行う方ご自身の負担で準備

していただく必要があります。 

＊インターネット接続が可能な PC（インターネット閲覧用ブラウザは Microsoft Edge または Google chrome） 

＊継続して利用が可能なメールアドレス（PC 上で閲覧ができるもの）及び連絡先電話番号 

 〇 オンライン上で提出された資料や記載されている内容等の個人情報については、個人情報保護基本方針

（https://www.iryouhoujin-info.metro.tokyo.lg.jp/privacyPolicy）に則り管理いたします。 

 〇 操作方法等不明な場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当（03-5320-4426/平日

9:00～17:45）までご連絡をお願いいたします。 

 注） 東京都に主たる事務所を置く、設立済みの医療法人の場合、利用登録は不要です。 

   下記パスワード発行依頼フォームからシステム利用に必要な初期パスワードの発行手続 

してください。 

「パスワード発行依頼フォーム」 https://logoform.jp/form/tmgform/439452 
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 １．医療法人新規設立の場合 （設立代表者） 
東京都医療法人情報支援システムの新規利用登録にあたっては、なりすまし防止措置の一環として、本人確認書

類等をアップロードしていただきます。その内容を東京都が確認し、承認されると本利用登録フォームのメールから、ID・パ

スワードの発行通知メールが届き、東京都医療法人情報支援システムの利用を開始することができます。 

なお、必要な本人確認書類につきましては、利用登録フォーム中のリンクか、P.７をご参照ください。 

 

 

①東京都医療法人情報支援システム（https://www.iryouhoujin-info.metro.tokyo.lg.jp/） 

のトップページにある「新規利用登録」ボタンをクリックするか、下記のリンクから登録を開始します。                        

 

※以下はイメージであり、時期や環境によってレイアウトが異なる場合があります。 

 

 

 利用登録フォーム（LoGo フォーム）↓ 

https://logoform.jp/form/tmgform/325325 

 

 

 

 

 

 

 

このフォームは左記の QR コードでス

マホからもアクセス可能です。 

クリック 
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②①で登録したメールアドレスに届いたメール本文にある URL をクリックしてください。 

 

使用したい 

メールアドレスを入力 

クリック 

クリック 
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③②の URL リンク先で展開されたフォーム内にある質問事項に順に回答してください。 

 

 

（吹き出しを参考に入力を進めてください） 

 

 

 

（設立代表者を選択した場合） 

 

※上記のメールが届かない場合は、メールソフトの迷惑メールボックスに入っているか、またはセキュリティの設定が「URL リンクのあるメールの

受信を拒否」する設定になっている可能性がありますので、迷惑メールボックスを確認する、あるいは設定を見直すか、別の有効なメールア

ドレスを再登録してください。 

初めに利用登録を行う方の種別（設立代表者）をプルダウン選択から

選んでください。 

※選んだ選択肢によって後続の回答フォームが切り替わります。 

両方にチェックが入れられない方は 

設立認可申請はできません。 

プレースホルダー（入力例）を参考に、

順に必要項目を入力します。 
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⑤ ブラウザは送信完了画面に切り替わり、登録したメールアドレスには、「送信完了」メールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレースホルダー（入力例）を参考に、

順に必要項目を入力します。 

この行をクリックすると年月日選択がで

きるポップアップが表示されるので、 

生まれ年をドロップダウンから選び、→

月→日の順に選択してください。      

この欄は予め①で入力したメールアドレスが入った状態で表示されています。 

運転免許証等の写しのデータを本人確認書類としてアップロードしていただきま

す。詳しくはリンク先の「アップロードが必要な本人確認書類とは?」の説明また

は P8 をご参照ください。 

2 番目の添付欄は、直近数年以内に転居していて最新の住所が運転免許

証の裏面の記載になっている場合などに裏面を添付する欄として使用してくださ

い（マイナンバーカードの裏面はアップロードしないでください。）。 

医師免許証・歯科医師免許証は次の入力欄にアップロードしてください。 

ここにチェックが入れられる方のみ確認画面に進ん

でください。確認画面で入力内容に問題がなけ

れば送信ボタンを押してください。 
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メール例） 

 
 

※１ このフォームにご登録いただいた内容について、東京都にて本人確認書類の照合を行います。なお、フォームの入

力内容や、アップロードされた資料に不備が確認された場合は、この LoGo フォームから補正依頼の連絡メールが

届きます。正しく本人確認が完了しないと、ユーザーID・パスワードの発行ができませんので、補正依頼への対応

にご協力をお願いします。 

※２ このフォームは、本人確認の趣旨で用意していますので、行政書士等の代行によって本件 ID 利用登録を行うこ

とは適切ではありません。登録時とメールアドレスが変更され、代行によって利用登録された疑いがある ID が発覚

した場合は、変更後のメールアドレスの利用者についても本人確認資料の提出を求めますのでご承知おきください。 

※３ 登録までにはお時間をいただく場合があります。1 週間以上たっても下記のメールが届かない場合には、東京都

医療政策部医療安全課医療法人担当までご連絡お願いいたします。 

 

⑥ 登録内容に関する東京都の確認が終わり、承認されると、登録したメールアドレスに、ユーザーID とパスワードが

届きます。 

 

 
 

 

ユーザーID は登録していただいたメールアドレスです。 

 
クリック先で使用するパスワードです。第三者に教えることなどないよう、 

適切に管理してください。 
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⑦ ユーザーID と発行されたパスワードでシステムにログインし、手続きを進めてください。 

（https://www.iryouhoujin-info.metro.tokyo.lg.jp/） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここをクリックした先の画面で最初に使うパスワードです。

【ユーザーID】は登録していただいたメールアドレスです。 

ログイン画面の職種は【医療法人】を選択してください。 



8 

 

２．医療法人の代理人として届出を行おうとする行政書士・弁護士の場合 
東京都医療法人情報支援システムの新規利用登録にあたっては、なりすまし防止措置の一環として、本人確認書

類等をアップロードしていただきます。その内容を東京都が確認し、承認されると本利用登録フォームのメールから、ID・パ

スワードの発行通知メールが届き、東京都医療法人情報支援システムの利用を開始することができます。 

なお、必要な本人確認書類につきましては、利用登録フォーム中のリンクか、P.１３をご参照ください。 

 

 

①東京都医療法人情報支援システム（https://www.iryouhoujin-info.metro.tokyo.lg.jp/） 

のトップページにある「新規利用登録」ボタンをクリックするか、下記のリンクから登録を開始します。                        

 

※以下はイメージであり、時期や環境によってレイアウトが異なる場合があります。 

 

 

 利用登録フォーム（LoGo フォーム）↓ 

https://logoform.jp/form/tmgform/325325 

 

 

 

 

 

 

 

このフォームは左記の QR コードでス

マホからもアクセス可能です 

クリック 
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②①で登録したメールアドレスに届いたメール本文にある URL をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

使用したい 

メールアドレスを入力 

クリック 

クリック 

※上記のメールが届かない場合は、メールソフトの迷惑メールボックスに入っているか、またはセキュリティの設定が「URL リンクのあるメールの

受信を拒否」する設定になっている可能性がありますので、迷惑メールボックスを確認する、あるいは設定を見直すか、別の有効なメールア

ドレスを再登録してください。 
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③②の URL リンク先で展開されたフォーム内にある質問事項に順に回答してください。 

（吹き出しを参考に入力を進めてください） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 必要資料の提出・審査 

（１） 申請について 

 

 

 

 

 

 

初めに利用登録を行う方の種別 

（行政書士 or 弁護士）をプルダウン選択から選んでください。 

※選んだ選択肢によって後続の回答フォームが切り替わります。 

この欄は予め①で入力したメールアドレスが入った状態で表示されています。 

プレースホルダー（入力例）を 

参考に、順に必要項目を入力します。 

補助者が複数いる有資格者の方は、事務所共通アドレスを使

用する等によりご対応願います。なお、事務所共有のメールア

ドレスの場合、必ず行政書士・弁護士有資格者本人も受信

できるアドレスとしてください。 

弁護士の方の場合はここで弁護士登録番号欄が表示されます。 

この行をクリックすると年月日選択が

できるポップアップが表示されるので、 

生まれ年をドロップダウンから選び、 

→月→日の順に選択        
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④ 確認画面に進み、入力項目に誤りが無ければ最下段の「送信」をクリック 

④ 以下のように確認画面が表示されるので、下段の「送信」をクリックしてください。 

（プルダウンで弁護士を選択した場合の画面例） 

 

 

 

 

 

④ ブラウザは送信完了画面に切り替わり、登録したメールアドレスには、「送信完了」メールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士証票等の写しのデータを本人確認書

類としてアップロードしていただきます。詳しくは下

記リンク先の「本人確認書類についての御案

内」の説明又は P.1３をご参照ください。 

ここにチェックが入れられる方のみ確認画面に進んでください。 

確認画面で入力内容に問題がなければ送信ボタンを押してください。 
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メール例） 

 
 

※１ このフォームにご登録いただいた内容について、東京都にて本人確認書類の照合を行います。なお、フォームの入

力内容や、アップロードされた資料に不備が確認された場合は、この LoGo フォームから補正依頼の連絡メールが

届きます。正しく本人確認が完了しないと、ユーザーID・パスワードの発行ができませんので、補正依頼への対応

にご協力をお願いします。 

※２ 行政書士法人・弁護士法人としてのユーザーID を作成する機能は備えていないため、行政書士・弁護士個人

での登録が必要です。 

※３ 補助者名でのユーザーID を作成することはできません。補助者が実務を担当し、システム操作を行う必要があ

る場合は、従事する行政書士・弁護士個人の ID を使用する必要があります。 

※４ 登録までにはお時間をいただく場合があります。1 週間以上たっても下記のメールが届かない場合には、東京都

医療政策部医療安全課医療法人担当までご連絡お願いいたします。 

 

⑤ 登録内容に関する東京都の確認が終わり、承認されると、登録したメールアドレスに、ユーザーID とパスワードが

届きます。 

 

 

 

ユーザーID は登録していただいたメールアドレスです 

 
クリック先で使用するパスワードです。第三者に教えることなどないよう、 

適切に管理してください。 
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⑥ ユーザーID と発行されたパスワードでシステムにログインし、手続きを進めてください。 

（https://www.iryouhoujin-info.metro.tokyo.lg.jp/） 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

登録に必要な本人確認 

書類について 

 

 

 

登録するメールアドレスについて 

 

※提出内容について、東京都からの補正指示 

は、ID に紐づくメールアドレス（行政書士等 

のメールアドレス）に通知が届く仕組みになって 

いますので、補助者等が実務を担当している 

場合も、実務担当者が利用するメールアドレス 

に直接通知を出すことができません。必要に 

応じて、事務所共有のメールアドレスを使用 

する等、受任した業務に遅延などの支障を来 

さないよう、代理人側で適宜ご対応ください。 

＊事務所共有のメールアドレスについて、 

必ず行政書士・弁護士有資格者本人も受信 

できるアドレスとしてください。 

ここをクリックした先の画面で最初に使うパスワードです。 

【ユーザーID】は登録していただいたメールアドレスです。 

ログイン画面の職種は【行政書士・弁護士】を選択します。 


